
特定教育・保育施設の利用定員の設定に係る意見聴取について 

 

１．意見聴取概要 

 平成 27年 6月及び 7月に認可保育園計 2施設が開設する予定であることから、これら 2

施設の利用定員を定める必要がある（ただし、千葉県による設置認可を前提とする）。 

子ども・子育て支援法第 31条第 2項の規定により、特定教育・保育施設の利用定員を定め

ようとするときは児童福祉審議会等での意見聴取を必要とされていることから、市川市子ど

も・子育て会議の審議に附すもの。 

 

２．開設予定の施設(審議対象施設)について 

 (仮称)北国分駅前しゃりっこ保育園 

設置・運営者名 一般社団法人Ａ－ＴＲＵＣＫ 

設置・運営者所在地 市川市堀之内 3-18-25グリーンマノリアル 1階 

代表者職・氏名 理事長 大久保 誠 

施設名 (仮称)北国分駅前しゃりっこ保育園 

施設所在地 市川市堀之内 3-18-25グリーンマノリアル 2階 

教育・保育提供区域 北部区域（国分・国府台地区） 

認可定員 36名（0歳から 5歳まで各 6名） 

開設予定年月日 平成 27年 6月 1日 

備考 

ＮＰＯ法人しゃりより認可外保育施設「しゃりいんくるー

しぶ保育園（北国分 2-21-2）」を事業承継の上、移転・認

可化して設置するもの。 

 

 (仮称)ひまわりキッズ保育園 

設置・運営者名 有限会社元気 

設置・運営者所在地 浦安市東野 2-26-53 

代表者職・氏名 取締役 藤本 明美 

施設名 (仮称)ひまわりキッズ保育園 

施設所在地 市川市行徳駅前 2-9-6 

教育・保育提供区域 南部区域（行徳地区） 

認可定員 72名（0歳 9名、1歳 11名、2歳から 5歳まで各 13名） 

開設予定年月日 平成 27年 7月 1日 

備考 
認可外保育施設「ひまわりキッズ保育園」を認可化して設

置するもの。 

 

 

 

 

 

 

資料２ 

1 
 



３．市川市子ども・子育て支援事業計画における量の見込み・確保方策との比較 

 

①北部区域 

審議対象施設： (仮称)北国分駅前しゃりっこ保育園   以上 1施設 

 

３号認定（0歳） 

 平成27年度 

 

 

ａ 

平成31年度 

 

 

ｂ 

審議日現在

の確保済 

定員 

ｘ 

平成27年度

までに整備

すべき定員 

ａ－ｘ 

平成31年度

までに整備

すべき定員 

ｂ－ｘ 

審議対象 

施設の 

認可定員 

 

量の見込み 111人 155人 － － － － 

確 

保 

方 

策 

特定教育・

保育施設 
137人 155人 131 人 6人 24人 6 人 

特定地域型

保育事業 
10人 9人 7人 3人 2人 － 

計 147人 164人 138 人 9人 26人 6 人 

 

３号認定（1,2歳） 

 平成27年度 

 

 

ａ 

平成31年度 

 

 

ｂ 

審議日現在

の確保済 

定員 

ｘ 

平成27年度

までに整備

すべき定員 

ａ－ｘ 

平成31年度

までに整備

すべき定員 

ｂ－ｘ 

審議対象 

施設の 

認可定員 

 

量の見込み 559人 651人 － － － － 

確 

保 

方 

策 

特定教育・

保育施設 
435人 511人 410 人 25人 101 人 12 人 

特定地域型

保育事業 
50人 157人 15人 35人 142 人 － 

計 485人 668人 425 人 60人 243 人 12 人 

 

２号認定（3歳以上） 

 平成27年度 

 

 

ａ 

平成31年度 

 

 

ｂ 

審議日現在の 

確保済定員 

 

ｘ 

平成27年度

までに整備

すべき定員 

ａ－ｘ 

平成31年度

までに整備

すべき定員 

ｂ－ｘ 

審議対象 

施設の 

認可定員 

 

量の見込み 847人 870人 － － － － 

確保方策 

特定教育・保育施設 
863人 977人 824 人 39人 153 人 18 人 

 

 

 

 

 

いずれの認定区分においても、平成 27年度の特定教育・保育施設による確保方策人数を上回ら

ない。したがって、(仮称)北国分駅前しゃりっこ保育園の認可定員をそのまま利用定員として

設定するもの。 
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②南部区域 

審議対象施設：(仮称)ひまわりキッズ保育園   以上 1施設 

 

３号認定（0歳） 

 平成27年度 

 

 

ａ 

平成31年度 

 

 

ｂ 

審議日現在

の確保済 

定員 

ｘ 

平成27年度

までに整備

すべき定員 

ａ－ｘ 

平成31年度

までに整備

すべき定員 

ｂ－ｘ 

審議対象 

施設の 

認可定員 

 

量の見込み 186人 306人 － － － － 

確 

保 

方 

策 

特定教育・

保育施設 
272人 282人 262 人 10人 20人 9 人 

特定地域型

保育事業 
8人 26人 2人 6人 24人 － 

計 280人 308人 264 人 16人 44人 11 人 

 

３号認定（1,2歳） 

 平成27年度 

 

 

ａ 

平成31年度 

 

 

ｂ 

審議日現在

の確保済 

定員 

ｘ 

平成27年度

までに整備

すべき定員 

ａ－ｘ 

平成31年度

までに整備

すべき定員 

ｂ－ｘ 

審議対象 

施設の 

認可定員 

 

量の見込み 870人 886人 － － － － 

確 

保 

方 

策 

特定教育・

保育施設 
847人 867人 827 人 20人 40人 24 人 

特定地域型

保育事業 
22人 57人 5人 17人 52人 － 

計 869人 924人 832 人 37人 92人 24 人 

 

２号認定（3歳以上） 

 平成27年度 

 

 

ａ 

平成31年度 

 

 

ｂ 

審議日現在の 

確保済定員 

 

ｘ 

平成27年度

までに整備

すべき定員 

ａ－ｘ 

平成31年度

までに整備

すべき定員 

ｂ－ｘ 

審議対象 

施設の 

認可定員 

 

量の見込み 1,434人 1,366人 － － － － 

確保方策 

特定教育・保育施設 
1,556人 1,586人 1,526 人 30人 60人 39 人 

 

 

 

 

 

(仮称)ひまわりキッズ保育園の認可定員をそのまま利用定員として設定すると、３号認定(1,2

歳)及び２号認定(3 歳以上)は平成 27 年度の特定教育・保育施設の確保方策人数を上回るが、

平成 31年度の特定教育・保育施設の確保方策人数は上回らない。したがって、事業計画の推進

に支障は生じないと考え、認可定員をそのまま利用定員として設定するもの。 
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